
個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 認知症高齢者等事前登録ファイル

行政機関等の名称 群馬県警察本部長

個人情報ファイルが利用に供さ 人身安全対策課

れる事務をつかさどる組織の名

称

個人情報ファイルの利用目的 認知症高齢者等の行方不明時の発見活動及び発見時の身元確認

のために利用する。

記録項目 １届出日、２ふりがな、３氏名、４旧姓、５性別、６住居、７住

民登録、８出身地、９連絡先、１０携帯電話、１１身長、１２体

格、１３面型、１４顔色、１５眼鏡、１６頭髪、１７運転免許／

運転経歴証明番号、１８自動車、１９自転車、２０かかりつけ医、

２１担当ケアマネ、２２特記事項（注意・対応して欲しいこと）、

２３第１緊急連絡先、２４第２緊急連絡先、２５第３緊急連絡先、

２６登録者、２７届出者、２８登録種別、２９回答可否（名前）、

３０回答可否（家族の名前）、３１回答可否（住所）、３２難聴、

３３徘徊状況、３４身体特徴、３５対応時の注意、３６医療欄（か

かりつけ医・持病）、３７介護保険障害福祉欄（支援事業所）、３

８特記事項

記録範囲 安心登録情報個人票を提出した者（平成３０年以降）

記録情報の収集方法 本人又は代理人からの安心登録情報個人票の提出

市町村又は協力団体からの安心登録情報個人票の提出

要配慮個人情報が含まれるとき ■含む □含まない

は、その旨

記録情報の経常的提供先 ■有（市町村、協力団体 ） □無

開示請求等を受理する組織の名 （名 称）群馬県警察本部警務部広報広聴課

称及び所在地 （所在地）〒３７１－８５７０

群馬県前橋市大手町１－１－１

訂正及び利用停止に関する他の ―

法律又はこれに基づく命令の規

定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別 □法第６０条第２項第１号 ■法第６０条第２項第２号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当する

ファイル

□有 □無



行政機関等匿名加工情報の提案 □該当 ■非該当

の募集をする個人情報ファイル

である旨

行政機関等匿名加工情報の提案 ―

を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要 ―

作成された行政機関等匿名加工 ―

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工 ―

情報に関する提案をすることが

できる期間

備 考


